
お
正
同
年
六
回
晶
一
工
目
-
悶

'zaM喝
例
也
認
可

m
u
w
幅
一
同
一
回
寝
符
》

巷五十ニ第第( 費電

オf~r 亜聖日-~有二"白星手ヱコ示日開!\

強

胴

輔

霞

符
業
税
の
課
税
物
件
の
地
方
分
別
雑

文
化
現
象
の
縫
集
作
用
-
.. 

純
粋
囲
内
本
・
・
・
・
・
・

時

間

強

調

珊
填
枇
曾
民
主
需
の
農
耽
綱
領

抱

眠

世

間

四

琉
球
ω
陪
藩
5

日
支
両
嵐
闘
係
の
絡
末

植
民
及
び
植
民
地
の
一
蕊
義

掛

相

錦

岬

町

英
領
東
ア
フ
リ
カ
の
現
状
マ
」
其
牌
来
・

同
盟
罷
業
保
険
の
現
肱
・
・
・
艇
耐
山
中
士

人
口
市
の
越
源
ご
陥
化
人
a

-

-

E

・
純
摘
棋
士

地
方
財
政
三
累
進
税
比
例
税
・
・
・
法
明
士

法

A

必
?

議
院
泊
中
世
正
訟
伴
・
震
災
手
形
成
瑚
委
員
官
官
制
・
公
益
賀
民
法
施
計
規
則
・
米
且
削
相
内
輸
入
枯
免
除
の
件
山
間

k
 

-
也
事
博
士

法
準
士

法
酷
'
士

法
明
博
士

法
串
博
士

相
前
棋
士

諸

幅|

眠

紳

戸

正

雄

恒

藤

恭

作

田

荘

一

mr 
田

IDil 

N!S 

山
本
美
越
乃

長

回

二

郎

田

島

正

雄

屯

藤

文

二

菅
野
利
太
郎

沙

見

三

郎
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詑

夢E

続
民
及
び
植
民
地
白
定
義

第
二
十
五
巻

第

貌

O 

回

O 

植
民
及
び
植
民
地

意

義

の

( 

一) 

長

田

豆E

日
夜

回、
植
民
A 
11' 

植
民
i也
00 

意
識
と
そ
れ
tこ
開 ニ
聯 、
せ 植
る 民
若 及
千rJ'

IIIJ 布立
国 民

正ご;::-血

fsI .~~ 
載 容 t
)お

担
念

/"町、

観J:)，

/JILt 

空白型

=
一
、
植
民
A
び
植
民
地
由
貿
質
的
翻
愈

一
、
植
民
具
び
植
民
地
。
基
礎
糊
念

一一
植
民
及
び
植
民
地
の
賓
質
的
概
念

Mm民
及
び
植
民
地
の
概
念
の
成
立
に
は
形
式
・
貰
質
の
隔
制
会
を
必
要
正
す
る
一
句
ピ
、
並
に
形
式
的
観
念
は
如

何
な
る
内
容
を
布
す
る
も

ω
で
あ
る
か
Z
ν

ふ
e

」
正
仁
就
主
は
、
前
就
に
読
越
せ
る
所
仁
ょ
っ

τ略
そ
の
大
躍
を

識
し
得
た
ご
思
ふ
。
次
に
賞
質
的
概
念
で
ゐ
る
が
、
此
蕗
仁
質
質
的
観
念
ピ
甜
ム
は
、
本
倒
民
若
〈
は
母
幽
民
ピ

稀
せ
ら
る
、
一
特
定
闘
民
の
一
部
が
移
住
的
・
放
資
的
・
商
業
的
-
t
引
く
は
軍
事
的
畿
展
を
現
寅
仁
な
す
一
』
子
宮
以
て

そ
の
内
容
正
す
る
の
で
あ
る
。
古
れ
ば
一
上
惑
の
如
き
諸
後
出
肢
の
何
れ
か
い
存
在
す
る
こ
ピ
、
一
一
而
も
そ
れ
等
以

特
定
圃
民
の
一
部
に
よ
っ
て
な
さ
る
る
こ
己
、
一
一
一
死
に
現
質
的
畿
民
た
る
こ
己
を
必
要
ど
す
る
o

怠
は
斯
様
な
分

析
的
命
題
の
各
々
に
就

τ論
歩
を
進
む
る
で
あ
ら
う
。

寸
植
民
的
活
動
上
に
於
け
る
諸
稀
の
後
展
は
殆
ど
全
部
植
民
地
の
自
然
的
事
備
の
制
約
を
受
り
畿
展
現
象
上
特

殊
性
を
現
は
す
。
此
の
論
理
前
提
よ
り
仏
移
住
的
拠
出
展
何
放
資
的
者
展
代
商
業
的
批
官
民
mw軍
事
的
援
展
の
各
項
目

， ， 
， "，・



に
R
T
も
、
各
械
後
展
に
就
て
内
在
的
な
る
諸
問
題
を
取
扱
ふ
こ
正
仁
す
る
。

↓
ノ
川
町
移
住
的
後
展
。
加
奈
陀
・
涼
洲
・
亜
細
亜
・
ハ
問
洋
及
び
南
北
雨
阿
弗
刺
加
の
一
部
の
列
く
・
気
候
・
風
土
そ

の
他
自
然
的
事
情
が
母
闘
民
の
居
住
に
越
す
る
諸
地
方
に
は
移
住
的
品
目
展
現
象
が
見
ら
る
、
。
而
て
此
地
方
に
在

つ
て
は
自
然
的
事
情
の
制
約
を
受
り
て
品
目
展
現
象
上
に
特
殊
性
を
現
は
す
の
が
常
で
あ
る
。
郎
そ
の
地
方
の
移
住

者
は
大
部
分
農
業
に
従
事
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
こ
Z
は
他
の
業
に
従
事
す
る
者
の
存
一
位
を
否
定
す
る
こ
己
を
意

味
せ
な
い
。
蓋
L
昔
時
の
『
コ
ロ
ニ
ア
」
に
在
つ
て
は
前
鋭
に
読
過
し
た
が
如
〈
溢
彊
守
備
粂
農
業
経
替
を
目
的
正

L
た
が
放
に
移
住
者
の
職
業
も
自
ら
限
定
色
料
だ
が
、

A
T
日
に
於

τは
諸
穫
の
吐
曾
的
事
情

ω複
雑
性
は
移
住
者

の
職
業
の
種
類
h
T
古
代
の
そ
れ
よ
h
も
増
加
せ
し
め
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
右
は
移
住
者
の
職
業
の
柿
類
に
就

τ

の
問
題
で
ゐ
る
が
、
此
外
に
向
ほ
移
住
附
後
展
に
件
ム
諸
稲
の
問
題
が
あ
る
o

第
一
に
問
題
Z
な
る
の
は
移
住
期

聞
は
長
期
た
る
こ
ご
・
若
〈
は
永
住
す
る
-
』
ご
(
移
住
者
が
再
び
母
闘
に
蹄
る
意
思
な
き
こ
ご
)
を
絶
謝
的
必
要
保

件
ご
な
す
か
ご
い
ム
こ
ど
一
』
れ
で
あ
る
。
移
住
金
以

τ不
可
快
的
糠
件
己
な
す
者
に
は
一
腿
々
此
の
問
題
が
白
定
せ

ら
る
。
例
ば
エ
ジ
ャ

1
ト

y
数
授
の
如
き
も
老
の
一
人
で
お
ら
う
。
併
し
な
が
ら
移
住
が
長
期
間
た
ら

g
b
ぺ
が

ら
十
ご
い
ふ
こ
芭
に
就

τ考
ふ
る
も
、
期
間
の
長
時
却
を
依
つ

τ一
也
別
す
る
時
間
的
標
準
は
如
何
、
叉
母
国
に
蹄
ゐ

意
思
の
有
無
は
何
時
・
如
何
な
る
所
に
於

τ決
定
せ
ら
れ
た
る
意
思
な
h
や
正
い
ふ
師
事
支
時
間
的
・
場
所
的
様
準
が

明
か
で
な
い
。
従

ρτ
絡
調
的
保
件
ご
な
す
-

M

ピ
に
は
賛
し
得
5
る
も
唯
移
住
者
の
大
部
分
が
農
業
に
従
事
す
る

関
係
上
定
住
す
る
こ
正
が
大
陸
の
傾
向
た
る
こ
ぜ
は
否
み
得
な
い
九
第
二
に
問
題
正
な
る
は
移
住
者
は
自
由
移
住

者
た
る
こ
ピ
を
必
要
ご
す
る
か
い
こ
れ
で
あ
る
。
マ
和
y
p
旦
は
『
資
本
論
』
第
二
十
五
章
仁
於
て
『
近
世
植
民
話
』
セ

股

苑

第
二
十
E
血
管

第
三
一
都

植
民
及
び
植
民
地
目
窟
義

回

Kobner. Einfuhrung in die Kolnnialpolitik. S. 17 
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麗

苑

楠
民
及
び
植
民
地
白
意
義

第
ニ
十
育
審

四

第
三
抗

通
よ
る
川
賞
り
、
「
こ
、
で
は
其
の
植
民
地
、
郎
自
由
移
住
者
に
よ
っ
て
開
拓
せ
ら
る
、
彪
女
地
が
問
題
で
あ
る

」

Z
い
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
闘
よ
り
彼
が
そ
の
範
国
内
で
問
題
を
取
扱
は
ん
ご
し
た
い
り
で
ゐ
つ

τ、
自

由
的
移
住
に
限
る
ム
デ
乞
意
味
し
た

ωで
は
な
い
九
け
れ
共
事
者
に
よ
る
ご
強
制
的
移
住
を
以
て
植
民
に
非
?
ご

す
る
も
の
が
あ
る
の
で
果
し
て
然
る
か
を
知
h
た
い
。
若
し
右
の
論
に
し
て
正
嘗
な
句
芭
せ
ば
夫
の
ケ
プ
ナ
ー
が

詳
細
に
述
ぺ
て
居
る
央
官
刺
往
時
の
濠
洲
仁
於
り
る
、
叉
沓
露
両
亜
の
西
比
利
E
H
A
ぴ
樺
太
に
於
け
る
、
側
関
西

の
ギ
ア
ナ
・
-
二

1
カ
レ
ド
ュ
ア
仁
於
り
る
が
如
昔
、
あ
る
磁
の
特
徴
を
附
帯
せ
る
住
民
に
謝
し
て
強
制
的
に
移

住
せ

L
め
た
所
調
犯
罪
植
民

(
E
E
P
o
Eロ
問
。
)
は
般
A
T
彼
等
収
移
住
先
に
於
て
農
業
を
替
む
ご
す
る
も
M

畑
氏
に
非

歩
、
従
っ
て
そ
の
地
方
は
航
民
地
に
非
す
さ
い
ふ
こ
正
に
な
る
。
阪
に
移
住
な
る
質
質
的
畿
燥
を
問
題
の
主
鮎
正

な
す
以
上
は
必
争

L
も
自
由
的
移
住
者
に
限
る
必
要
は
な
い
o

第
三
に
問
題
正
な
る
は
移
住
的
畿
展
は
凶
健
た
る

・

』

F
T必
要
ご
す
る
か
ご
い
ム
ニ
古
こ
，
れ
で
ゐ
る
。
家
族
を
引
率
し
て
移
住
す
る
こ
ご
を
必
要
ご
な
す
論
者
は
概

ね
此
の
穂
の
設
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
私
は
慌
に
必
す

L
も
回
耀
的
た
る
こ
ご
を
必
要
ご
せ
な
い
ご
忠
ム
。
或
は

園
陸
設
を
採
る
も
の
は
、
個
人
的
移
位
以
閥
健
的
移
住
程
、
柿
民
地
の
枇
曾
・
経
務
・
政
治
上
に
影
響
を
及
川
H

ず
こ

古
が
な
い
γ

。
影
響
を
及
ぼ
し
て
こ
そ
始
め
て
植
民
の
概
念
が
明
確
に
な
る
も
の
で
あ
る
ご
い
ふ
か
も
創
れ
な
い
。

け
れ
共
影
響
を
及
ぼ
す
か
否
か
は
植
民
の
本
質
で
以
な
い
。
又
似
A
T
百
歩
を
譲
っ
て
影
響
を
重
要
秘
す
る

Z
L
て

も
、
影
響
を
及
川
日
す
も
の
首
仁
必
宇

L
も
剛
健
た
る
も
の
に
非
4
9

ご

ν
ふ
こ

F
f考
ふ
れ
ば
.
直
仁
此
の
読
の
不

完
全
性
が
暴
露
せ
ら
る
。
第
四
仁
移
住
者
の
多
少
U
問
題
た
る
か
、
私
は
夫
の

wF1
〕
汁
ス
が
移
住
者
の
多
少
仁
依

っ
て
.
国
外
の
領
地
を
植
民
地
(
P
H
o
p可
)
t
同
調
領
(
巳

4
2《
凶
自
の
可
)
ピ
に
鼠
別
す
る
こ
ど
に
は
賛
成
出
来
な
い
。

A 

K. Marx:目 D~s_ Kapital， 1 Band. S. 729' 1909・K. Marx， Capital， 
VoL.]. P. 838. 1915・ (j~1 白組慨に就て同河上博士，マルクス費本諭略
解，第一審第三分冊 pp目 199-20;j尋問)
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葦
L
移
住
者
の
多
少
£
は
如
何
な

ι量
的
標
準
ヶ
基
礎
正
し
て
決
定
す
る
炉
ご
い
ふ
根
本
問
題
に
解
答
が
な
い
の

み
な
ら
す
、
倣
A

ザ
こ
れ
を
決
定
し
得
た
ご
す
る
も
、
斯
る
数
量
的
相
調
概
念
が
植
民
地
の
本
質
に
有
意
義
な
り
己

考
へ
な
い
v

か
ら
で
ゐ
る
o

第
五
に
問
題
己
な
る
の
は
移
住
者
の
移
住
先
は
遠
隔
の
地
方
た
る
よ
ご
を
必
要
ご
す
る

か
さ

V
ふ
こ
Z
-
」
れ
で
ゐ
る
。
此

ω説
を
な
す
も
の
は
地
理
的
意
味
に
於
て
言
ふ
も
の
が
多
い
。
け
れ
共
何
世
出
じ

中
心
を
求
め

τ遠
近
を
断
言
し
得
る
や
、
叉
仮
A
T
一
中
心
を
定
む
る
正
す
る
も
遠
近
は
如
何
な
る
距
離
的
標
準
を

以

τ測
定
す
る
や
、
品
川
又
測
定
標
準
が
定
ま
る
正
す
る
も
地
理
的
意
義
仁
於
り
る
遠
隔
な
る
地
方
が
交
通
的
じ
近

、
き
地
方
ご
す
れ
ば
そ
の
場
合
何
れ
を
楳
準
ご
す
る
や
等
の
問
題
に
謝
す
る
確
定
的
解
答
な
〈
、
且
叉
似
A
T
ゐ
り
ど

す

ιも
え
の
一
切
ご
は
植
民
K
A
ぴ
航
民
地
の
本
質
上
の
問
題
仁
非
る
が
依
仁
吾
人
は
此
の
設
に
賛
成
し
待
な
レ
。
最

後
仁
問
旭
ご
な
る
の
は
移
住
先
の
文
化
程
度
以
常
仁
劣
等
な

b
や
さ
い
ふ
こ
ど
こ
れ
で
ゐ
る
。
ス
ノ
ー
は
そ
の
著

に
於
て
「
航
民
地
は
枇
曾
上
及
び
経
糖
上
有
力
な
る
岡
家
ご
闘
係
を
有
す
る
も
、
文
化
の
程
度
に
於
て
劣

?
E
:」

ご
越
て
叉
我
岡
山
内
数
授
が
、
植
民
飢
念
原
案

ω
一
ご
し
て
、
明
か
に
「
移
住
人
民
の
文
明
は
其
土
着
民
り
文

明
よ
b
優
等
な
る
こ
ご
』
を
奉
げ
「
猶
民
は
比
較
的
文
明
な

ι
5る
園
へ
の
人
種
の
移
動
を
意
味
す
る
も
の
に
し

て
、
劣
等
国
民
が
文
明
圏
一
に
移
動
す
る
が
如
吉
は
之
を
過
賞
に
殖
民
な

h
t
x
ふ
を
得
歩
」
ご
い
っ

τ居
る
が
如

、
吉
は
即
ニ
れ
で
あ
る
。

2

ノ
ー
が
本
国
に
謝
す
る
政
治
的
従
属
闘
係
を
問
題
ご
せ
ぎ
る
こ
ご
、
及
び
山
内
数
授
が

人
郁
三
国
民
正
の
附
係
を
明
か
に
壮
一
吉
る
が
上
に
、
吾
人
の
移
民
の
蹴
念
を
植
民
の
観
念
中
に
包
合
せ
し
め
て
居

る
こ
己
に
劃
し

τは
断
然
賛
成
し
粂
ぬ
る
こ
ピ
は
別
問
題
正
す
る
も
、
少
〈
ご
も
移
住
先
の
文
化
科
度
は
植
民
及

び
櫛
民
地
の
本
質
的
問
題
正
せ

e
さ
る
こ
ご
が
妥
嘗
で
あ
る
さ
思
ふ
。
蓋
し
先
つ
以
て
呉
れ
る
系
統
に
溺
す
る
文
化

詫

苑

植
民
及
世
柿
崎
地
由
意
義

第
三
十
五
巻

四

第

掛

1-B 
Lewis. An Essay on the Government of I?eP!~ r1 deIlcie<;. p. 17J 
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設

苑

第
二
十
五
巻

第

批

四

楠
岡
崎
及
川
げ
栂
民
地
由
霜
義

四
一
四

程
度
に
劃
す
る
優
劣
決
定
標
準
が
存
せ
な
い

ω
み
な
ら
ず
、
経
済
皐
の
創
設
者
で
あ
り
且
又
植
民
研
究
の
父
た
る

ア
ダ
ム
・
λ

ミ
メ
も
指
摘
せ
る
が
如
〈
、
「
希
臓
最
古
の
二
哲
撃
者
、
-
7
1
v
ス
及
び
ピ
ク
ゴ
ラ
月
早
被
が
古
代
希

臓
に
樹
立
せ
ら
れ
中
し
て
、
一
つ
は
亜
細
亜

ω杭
民
地
仁
、
他
は
伊
太
利
の
植
民
地
に
樹
て
色
れ
た
」
が
如
き
、

叉
希
腿
植
民
地
仁
於
て
本
国
の
そ
れ
よ
り
も
進
歩
せ
る
皐
惑
・
詩
歌
・
修
借
問
中
等
の
後
展
が
あ
っ
た
奥
貨
に
徴
す
る

も
、
ヌ
今
日
加
奈
陀
の
如
き
政
治
・
経
済
・
枇
舎
の
各
方
面
に
進
歩
せ
る
航
民
地
あ
る
こ
芭
に
照
し
で
も
、
文
化
程

度
、
殊
に
劣
等
な
b
ピ
な
す
こ
ど
を
植
民
及
び
杭
民
地
の
概
念
原
素
ご
し
て
考
ふ
る
こ

Z
U
失
嘗
の
甚

rし
き
も

の
た
る
が
故
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
大
鰐
移
住
的
俊
展
の
あ
る
場
合
及
び
ぞ
れ
仁
閥
聯
せ
る
諸
問
題
を
紹
介
批

評
し
た
。
輔
じ

τ放
資
的
政
官
展
を
顧
る
こ

t
t
す
る
。

J
J
ノ
町
放
資
的
俊
民
。
印
度
並
に
阿
弗
利
加
熱
帯
地
方
、
中
央
軍
米
利
加
特
に
西
印
度
及
び
南
軍
米
利
加
・
商

洋
の
一
部
等
に
於
り
る
が
如
〈
、
母
凶
民
が
移
住
し
繁
殖
す
る
に
通
せ

5
る
地
方
に
は
放
資
的
後
肢
現
象
が
見

ι

る
る
。
郎
母
園
民
は
彼
等
の
資
本
カ
・
艦
倍
カ
を
提
供
し
土
着
民
叉
は
そ
れ
等
の
地
方
の
陪
労
働
に
堪
へ
得
ぺ
き
労

働
者
を
使
用
し
て
、
本
闘
に
生
産
L
得
ざ
る
特
殊
の
貨
物
|
|
謂
ふ
所
の
純
民
地
貨
物
(
同
o
E旦
弘
司
民
自
)
の
生

産
に
従
事
す
る
。
畢
蒐
熱
帯
に
於
け
る
太
陽
の
特
殊
な
る
生
産
力
匂
利
用

(
d
z
z
E
E
S
O『
官

官
EEμ
円
滑
5
4

B
E
2
g
q
q
oご
Em
可
0
1
2
-
E
P
)
の
鋳
の
後
展
現
象
で
あ
る
。
放
資
的
後
展
そ
れ
自
飽
に
伶
ふ
問
題
卸
例
へ

ば
放
資
期
間
・
額
・
抵
蛍
・
岡
枚
方
法
の
如
何
は
本
質
上
の
問
題
で
は
な
い
。
ヌ
斯
る
硲
展
を
見
る
地
方
が
政
治
上

民
主
的
な
h
や
専
制
的
な
bJ
や
、
又
居
住
に
過
す
る
が
如
〈
白
然
的
俊
件
を
麺
勤
し
得
る
や
否
や
等
の
知
き
諸
問

題
は
何
等
放
資
的
援
展
な
る
命
題
に
影
響
を
奥
へ

Y
る
も
の
で
ゐ
る
。
要
は
放
資
現
象
の
存
在
を
以
1
足
る
。

(E. Cannan's cd.) VOL. II. p. 
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、‘J

、‘J

ト
ノ
代
商
業
的
後
日
成
。
上
越
の
移
住
的
俊
民
及
び
放
資
的
鵬
首
展
は
共
に
植
民
地
の
土
地
的
財
貨
を
取
得
す
る
こ

ご
を
後
展
の
目
的
ご
な
す
守
』
芭
に
於
て
共
通
知
が
ゐ
る
o

然
る
に
此
蕗
に
述
べ
ん
芭
す
る
商
業
的
畿
日
肱
は
右
ご
は

越
を
異
ド
し
て
、
植
民
地
背
後
の
外
国
生
産
物
吉
本
国

ω生
産
物
正
を
一
植
民
地
を
通
じ

τ交
易
媒
介
L
、
ヌ
他

岡
正
の
通
商
貿
易
を
仲
介
せ
ん
ご
す
る
俊
足
で
あ
っ

τ、
中
間
商
業
者
〈
は
商
業
仲
介
的
後
展
で
あ
e
h
c

例
ば
香

地
・
新
嘉
放
の
如
き
地
方
仁
於
け
る
各
航
民
闘
民
の
後
反
現
象
が
こ
れ
で
ゐ
る
。
こ
れ
も
亦
交
易
さ
る
べ
き
貨
物

の
種
類
・
交
易
方
法
そ
の
他
範
国
・
期
間
等
は
敢

τ問
ふ
所
で
は
な
い
。
要
は
新
る
現
象
の
存
在
を
以

τ足
れ
り
正

す
る
次
第
で
あ
る
。

ト
ノ
刊
軍
事
的
畿
日
成
。

ζ

れ
は
近
世
の
椛
民
現
象
中
往
々
に
し
て
見
ら
れ
た
所
で
、
ぞ
れ
が
海
軍
根
蝉
陣
地
た
る

己
、
陸
軍
根
疎
地
た
る
ピ
ハ
貯
炭
所
・
川
市
庇
一
宙
線
の
仲
総
地
た
る
ご
は
何
等
問
所
な
〈
、
軍
事
的
俊
民
た
れ
ば

足
れ

h
ご
す
る
の
で
あ
る
剖
然
ら
ば
一
部
の
論
者
に
し
て
、
「
投
山
県
語
の
ヨ
ロ
ニ
ア
(
中
略
)
以
来
、
(
柏
民
地
は
)
常

に
母
闘
民
の
移
住
ご
経
済
的
利
用
の
意
味
を
合
ん
で
居
る
正
解
縛
す
る
を
穏
嘗
正
信
宇
』

E
い
ふ
前
提
凶
下
仁
、

此
和
俊
民
を
否
定
(
、
「
一
英
国
の
ジ
プ
ラ
P

タ
ル
や
威
耐
衡
の
如
き
は
、
軍
隊
又
は
官
吏
以
外
の
英
人
の
居
住
す

る
も
の
極
め

τ少
〈
、
且
つ
経
済
上
何
等
ニ
れ
を
利
用
し
て
屍
ら
な
い
の
で
め
る
か
ら
、
事
貨
は
之
を
植
民
地

t

都
せ
古
る
を
至
嘗
ピ
信
守
る
」
ピ
言
っ
て
居
る
も
の
が
ゐ
る
が
、
新
の
如
き
諭
U
先
つ
以
て
そ
の
前
提
か
ら
誤
っ

て
居
る
。
夫
の
ジ
プ
ラ
む
戸
々
y

F

山
・
如
き
は
英
本
闘
じ
於

τす
ら
明
か
仁
机
民
地
正
せ
ら
れ

τ居
る
に
も
拘
ら
す
、

何
を
苦
し
ん
で
司
』
れ
ヤ
除
外
し
た
か
。
者
し
夫
品
近
世

ι梢
民
的
活
動
に
於
1
軍
事
的
後
展
が
相
醤
的
地
位
を
占

む
る
こ
ご
を
鑑
れ
ば
、
論
者
の
「
至
首
」
正
な
す
信
念
は
、
割
払
に
ご
っ

τは
寧
ろ
失
営
三
考
へ
ら
る
o

重
品
棋
を
得
ば

設

苑

杭
民
的
A
F
植
民
地
内
志
議

第
二
十
五
を

四

E 

耳，

邸

E 
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設

手包

第
三
十
五
巻

筑

由E

ー
ノ、

四
一
大

柿
瓜
及
刊
日
杭
民
地
由
意
義

幸
甚
で
あ

Z
。

断
る
迄
も
な
く
以
土
砂
各
様
脱
は
附
畑
作
的
畿
日
此
た
ら

F
る
こ
こ
を
必
要
ご
す
る
。
例
ば
軍
事
的
馳
官
民
の
潟
仁
移

住
す
る
が
如
、
吉
は
そ
の
通
例
で
め
っ
て
、
こ
の
場
合
は
一
つ
の
殻
展
の
た
め
に
他
の
盛
岡
脱
が
必
然
的
に
随
伴
せ
る

も
の
で
雨
叩
間
後
嵐

ω結
合
で
は
な
い
。
従
っ
て
期
る
場
合
は
そ
の
日
的
的
後
朕
を
基
礎
E
し
て
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。
蓋
し
ニ
れ
を
移
住
的
畿
朕
正
せ
ん
か
、
そ
れ
は
前
述
の
そ
れ

J

こ
性
質
を
異
じ
す
る
も

ωを
認
む
る
こ
正
、

な
る
べ
く
彼
此
滋
同
を
生
中
る
の
一
小
都
令
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
他

ω
一
例
Z
し

τ‘
例
ば
グ
プ
ナ
ー
も

指
摘
せ
る
が
如
〈
商
業
的
品
官
民
正
軍
事
的
畿
日
肱
正
が
な
さ
る
、
場
合
は
明
か
に
結
合
的
畿
日
比
で
め
る
が
、
此
場
合

は
後
瓜
現
象
上
特
殊
性
を
認
め
得
5
る
が
似
に
品
川
町
拙
な
く
混
合
的
俊
民
正

L
て
取
扱
、
一
0
3
れ
左
右
の
如
き
場
合

は
植
民
現
象
上
除
b
多
く
見
る
ヤ
得
ゲ
る
所
で
あ
る
。

以
上
に
依
っ
て
私
は
各
締
法
瓜
に
枕

τの
内
在
的
諸
問
題
を
取
扱
っ
た
の
で
め
る
が
、
上
越
間
明
間
後
M
此
巾

ω
一

議
泌
が
存
在
せ
ば
、
そ
れ
を
以
ず
し
資
質
的
制
念
を
構
成
す
る
も

ω
ご
見
倣
す
二
ご
が
山
家
る
o

げ
れ
い
共
そ
れ
に
就

て
倫
注
意
を
要
す
る
ニ
苫
が
ゐ
る
o
私
が
第
二
第
一
一
の
命
題
ピ
引
約
九
l

て
説
明
す
る
必
要
も
此
単
に
存
す
る
の
で

e
O
4
Q

。
斗
特
定
図
民
の
一
部
に
よ
っ
て
な
さ
る
、
脇
田
展
た
る
こ
こ
な
ゐ
が
、
此
命
題
は
岡
氏
の
全
部
的
俊
民
花
、
b
g

る
こ
ど
を
意
味
す
o
凶
民

ω全
部
が
上
遁
の
各
後
日
比
hz
示
d

ヲ
ミ
ピ
は
殆
ど
存
せ
ず
と
云
ふ
も
大
過
な
か
ら
う
o
然

る
l

ト
ゲ
プ
ナ
ー
は
杭
民
を
定
義
L
τ
日
(
、
「
一
図
民
又
は
を
の
一
部
分
川
本
来
的
凶
土
外
へ
移
住
し
、
移
住
地

防

本
図
聞
に
政
泊
上
並
に
法
律
上
の
閲
係
の
成
立
せ
る
場
合
及
び
を
の
期
間
」
己
し
て
居
る
が
、
こ
れ
は
明
か
に
彼
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一
岡
氏
の
全
部
が
他
地
方
に
移
住
せ
ば
前
腕
に
於
て
述
べ
花
形
式
的
槻
念
は
-
↑
れ
を
持
続
す

る
に
肉
な
く
な
る
。
従
っ
て
他
地
方
己
本
闘
己
の
聞
に
は
動
的
時
間
概
念
を
別
ご
す
れ
ば
政
治
的
従
属
関
係
は
な

〈
な
る
の
本
来
的
関
土
は
常
然
ぞ
の
本
質
を
失
つ
-
て
仕
舞
ふ
。
き
れ
ば
新
(
の
如
き
設
は
甚
だ
失
営
で
あ
る
。
若

L
夫
れ
彼
が
政
治
上
並
に
法
律
上
の
開
係
の
成
立
せ
る
場
合
及
び
期
間
」
を
悲
「
る
に
歪
つ
て
は
椛
着
も
亦
甚

r

L
い
己
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
回
よ
り
昔
時
に
於

τは
ア

y
グ
ロ
サ
ク

y
v
及
び
ロ

y
j
1
ト
人
が
血
中
げ
て
御
地

方
に
移
住

L
た
所
説
民
族
移
動
(
E
W
B
H
Z
P
)
ρ
冶
現
象
は
見
ら
れ
た
で
あ
ち
う
。
叉
最
近
に
は
英
士
ロ
利
企
図
民
の

加
奈
陀
へ
の
移
僻
論
的
主
張
も
な
さ
れ
て
居
払
o
り
れ
共
こ
れ
等
以
裁
に
杭
民
を
以
て
体
す
る
こ
ご
が
出
来
な
い

の
で
あ
っ
て
そ
の
理
由
は
今
指
摘

L

2
附
で
あ
る
。
右
の
黙
に
開
L
て
矢
内
一
周
数
授
が
、
~
本
闘
ぜ
の
政
治
的
怯

作
的
関
係
の
存
在
を
以

τ植
民
の
本
質
的
要
件

tmし
な

ν
が
故

ι、
去
の
(
ケ
プ
ナ

l
の
)
欠
触
を
以
い
し
耐
曾
一
昨

の
全
部
的
移
住
は
柿
民
に
非
す
芭
す
る
の
論
健
三
な
す
こ
正
は
出
家
な
い
o
』
『
か
〈
て
な
(
矢
内
原
教
授
)
は
諸
問
地
中

者
の
通
説
に
は
反
封
で
ゐ
る
o
」
ご
い
っ
て
居
る
が
(
グ
プ
ナ

1
は
明
か
に
本
国
正
の
政
治
的
・
法
律
的
関
係
の
存
在

全
植
民
の
本
質
的
要
付
ご
解
し
て
腐
る
。
然
る
に
矢
内
原
教
授
は
該
関
係
の
存
在
を
植
民
的
本
質
的
要
件
正
解
L

て
居
ら
な
い
。
斯
〈
の
如
〈
正
反
劉
の
立
場
に
あ
り
な
が
ら
矢
内
原
致
授
は
自
設
を
強
む
る
た
め
に
ケ
プ
ナ
ー
の

設
の
一
部
を
引
用

L
て
居
る
が
、
こ
れ
の
み
の
範
囲
で
は
議
惑
を
蒙
る
者
は
恐

E
C
グ
プ
ナ
ー
で
あ

ιぅ
。
り
れ

Y
一
も
始
〈
矢
内
原
致
授
の
設
に
従
つ
で
行
か
う
C
)

本
岡
Z
の
政
治
的
設
作
的
関
係
の
存
在
な
る
形
式
的
制
念
を
扮

つ
る
こ
ご
の
非
な
る
理
肉
は
私
が
阪
に
前
枕
に
於
て
指
摘
し
た
所
で
ゐ
る
。
従
っ
て
一
般
車
平
岩
が
ケ
プ
ナ

1
の
設

の
快
紡
ご
し
て
指
摘
せ
る
も
の
含
欠
内
原
敬
授
の
み
が
濁
り
敢
然
正
し
て
ケ
プ
ナ

1
の
設
に
謝
す
る
一
般
事
者
の

の
不
注
意
で
あ
る
o

第

杭

七

第
二
十
耳
在

四

t 

苑

院

抗
民
及
ザ
杭
民
地
の
芭
議
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設

苑

J、

植
民
及
び
植
民
地
の
窟
謹

第
二
十
五
巻

四
一
八

第

棋

見
解
に
従
は
グ
る
こ
さ
が
如
何

ι非
で
あ
る
ご
い
ふ
こ
ご
も
解
し
得
ら
る
、
で
ゐ
ら
う
。
真
に
叉
そ
の
こ

Z
は、

同
数
授
が
「
諸
島
e

者
の
遁
設
に
は
反
封
で
あ
る
』
ご
い
よ
ニ
ご
の
論
理
的
根
録
が
如
何
に
薄
弱
で
め
る
か
も
知
h
得

る
で
あ
ら
う
。

巴
現
質
的
袋
展
た
る
二
ピ
な
る
が
、
品
仰
の
命
題
は
上
越
の
如
き
各
稀
俊
展
が
現
質
的
存
在
た
る
ニ
z
e
T
要
求
す

る
も
の
で
あ
る
。
古
れ
ば
勘
的
時
問
視
念
に
よ
っ
て
各
種
の
綾
田
脱
が
存
在
し
得
べ
き
鶏
来
的
の
ニ
zeM4
包
容
せ
な

い
の
で
あ
っ

τ、
こ
れ
瓜
恰
も
形
式
的
翻
念
が
現
賞
牲
を
帯
び

τ可
能
の
問
題
を
包
容
せ

F
る
芭
同
様
で
あ
る
。

蓋
し
比
の
命
題
を
否
定
せ
ば
放
資
的
援
展
も
移
住
的
接
展
ピ
な
り
、
昨
日
の
放
資
植
民
地
も
今
日
の
移
住
植
民
地

E
鎚
じ
、
植
民
地
の
特
色
を
輔
縫
極
ま
り
な
〈
せ
し
め
、
政
策
慎
値
を
夫
は
し
む
る
か
ら
で
あ
る
。
回
よ
h
，斯

t

の
如
き
急
裂
は
事
賃
上
殆
ど
存
せ

5
る
も
概
念
構
成
土
は
特
仁
留
意
す
る
必
要
が
ゐ
る
。
斯
る
意
味
か

ιし
て
私

はケ-一
7
1
が
『
杭
民
地
吉
は
母
剛
民
が
現
仁
定
住
し
、
若
〈
は
賂
来
定
住
L
得
べ
き
政
治
的
の
従
風
地
を
謂
ふ
』
正

定
義
し
て
居
る
二
百
に
は
賛
成
す
る
こ
己
が
出
来
な
い
。
蓋

L
依
の
設
に
し
て
異
な
色
ば
、
南
北
岡
橋
に
政
治
的

従
属
関
係
を
締
結
し
h
H

己
似
定
す
れ
ば
、
賞
質
的
俊
民
な
L
ご
す
る
も
、
こ
れ
を
槌
民
地
ご
呼
ば
な
け
札
ば
な
る

ま
い
。
甥
〈
の
如
き
は
主
出
惜
の
延
長
を
以
て
植
民
地
を
定
義
せ
ん
ご
す
る
設
ご
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
設
の
非
な

る
こ
Z
は
吾
人
が
阪
に
前
枕
に
於

τ指
摘
せ
《
所
で
あ

h
、
且
又
南
北
岡
極
を
指
し

τ楠
民
地
正
呼
ぴ
得
宇
叉
呼

ば
.3
る
は
「
常
識
か
ら
論
じ
て
も
明
瞭
で
あ
る
o
」

長内原教授!植民及v'植民政策 p. 5. (引用文中田耕ある所は私剖附した)

Keller， Colonization. 1908. p・2
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四

植
民
及
び
植
民
地
の
一
意
義
ご
そ
れ
に

闘
聯
せ
る
若
干
問
題

我
園
の
植
民
及
び
楠
民
地
に
該
嘗
す
る
欧
洲
語
の
「
ヨ
ロ
ュ
・
1
」
が
、
ぞ
の
語
源
を
挫
典
語
の
『
コ
ロ
ニ
ア
』
工
有

し
、
而
し
て
「
ヨ
ロ
ニ
ア
」
及
び
『
ヨ
ロ
-
一

1
」
が
共
に
土
地
正
人
己
の
双
方
的
劃
象
を
指
示
す
る
に
周
ゐ
ら
れ
て
居

る
旨
は
吾
人
の
飯
仁
究
め
柁
所
で
あ
h
、
叉
机
民
及
び
純
民
地
の
基
礎
翻
念
ピ
し
て
は
、
形
式
・
質
問
国
雨
観
念
の
存

在
が
絡
調
的
必
要
な
る
-
』
言
、
換
言
せ
ば
是
の
一
方
的
概
念
に
依
如
せ
る
時
は
基
礎
御
念
は
成
立
せ
ざ
る
も
の
な

る
こ
£
を
も
我
究
し
た
所
で
あ
る
。
き
れ
ば
過
賞
に
植
民
及
び
仙
植
民
地
の
意
義
を
断
定
せ
ん
ご
せ
ば
如
上
の
研
究

を
基
礎
ご
な
す
必
要
が
あ
る
。
此
蕗
に
於

τか
私
は
人
に
謝

Lτ
「
ヨ
ロ

?
l」
を
周
ひ
る
ニ
正
、
換
言
す
れ
ば
植

民
砂
定
義
す
る
場
合
は
、
「
植
民
吉
は
特
定
本
因
民
の
一
部
が
、
そ
の
本
土
正
政
治
的
従
暗
闘
係
を
有
せ
る
新
獲

得
に
向
っ
て
、
現
寅
に
移
住
的
・
放
資
的
・
商
業
的
若
〈
は
軍
事
的
後
展
を
な
す
こ
ご
を
閥
ム
o
』
吉
、
叉
土
地
仁
濁
し

て
「
ヨ
"
ニ

1
」
を
周
ふ
る
こ
百
、
換
言
せ
ば
楠
民
地
の
定
義
ざ
し
て
は
、
「
柿
民
地
正
は
斯
る
畿
日
肱
の
行
は
れ
居

る
地
方
を
調
ふ
o
」
己
、
こ
れ
郎
学
問
的
定
義
で
あ
る
o
而
し
て
斯
る
地
方
は
通
例
本
土
ご
は
統
治
様
式
を
異
に
す

る
も
、
手
の
こ
正
は
必
宇
し
も
絡
調
的
・
普
遍
的
保
件
で
ゐ
る
ご
は
恩
は
れ
な

ν。
蓋

L
西
班
牙
憲
法
第
八
十
九
僚

に
は
「
植
民
地
は
特
別
法
に
依
h
て
之
を
統
治
す
」
正
規
定
し
、
叉
白
耳
義
憲
法
に
も
「
滞
家
獲
得
す
る
こ
さ
あ
る
べ

き
植
民
地
海
外
嵐
傾
又
は
保
護
地
は
特
別
法
に
依
h
て
之
を
統
治
す
」
ピ
の
如
〈
規
定
せ
ら
れ
居
る
も
他
方
備
蘭

詑

第
二
十
五
容

九

四

九

第
三
韓

苑

植
民
具
び
植
民
地
白
定
義

Reinsch， Colonial Government. p. 16 1) 
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詑

苑

O 

植
民
及
び
植
民
地
の
志
議

第
二
十
有
笹

凹

O 

事
三
観

西
の
元
老
院
組
織
に
閲
す
る
窓
法
に
於
1
仰
蘭
西
一
杭
民
地
7

P
ゼ
リ
'
ヤ
か
ら
も
備
本
岡
山
諸
膝
ピ
同
様
に
一
冗
者

院
議
員
を
選
出
す
る
旨
を
規
定
し
、
叉
怖
萄
牙
も
そ
の
憲
法
に
於
て
杭
民
地
よ
L

り
代
議
院
議
員
の
皐
山
を
規
定
し

て
居
る
。
古
れ
ば
特
別
法
域
た
る
か
否
か
は
普
遍
的
傭
件
で
な
い
。
次
に
叉
何
蕗
よ
b
何
が
故
に
獲
得
せ
ら
れ
し

か
ピ
の
如
、
君
、
方
法
的
・
場
所
的
・
原
因
的
の
諸
問
題
並
に
そ
の
地
方
の
歴
史
的
・
地
理
的
に
諮
明
せ
ら
れ
た
る
艇

務
・
枇
曾
・
政
給
酌
債
依
如
何
等
は
一
切
之
を
問
は
守
、
前
叉
本
闘
が
新
る
地
方
の
獲
得
・
領
有
上
の
利
害
問
題
は
州

民
地
的
本
質
上
何
等
関
係
は
な
い
。
仮
A
T
そ
れ
が
政
策
的
立
場
に
闘
係
す
る
ご
も
本
質
上
の
問
題
Z
は
越
を
異
に

す
る
o

要
は
唯
、
一
定
の
形
式
的
僚
件
を
具
備
せ
る
地
方
仁
、
現
・
質
仁
国
民
の
一
部
者
仁
ょ
っ

τ如
上
の
意
味
の

後
魁
が
な
苫
れ
居
る
か
、
若

t
は
賞
質
的
観
念
成
立
正
共
仁
形
式
的
観
念
が
成
立
せ
ば
足
れ
b
ど
す
る
の
で
め

る
。
印
刷
概
念
の
併
行
一
作
在
を
以

τ足
る
。
新
品
意
味
よ
・
り
す
れ
ば
後
に
説
明
す
る
印
度
(
英
保
)
加
奈
陀
・
泌
洲
・

南
阿
の
如
き
英
吉
利
の
詩
地
方
・
嫡
逃
の
大
峨
前
に
於
り
る
保
越
地
(
印
n
E
R同
oFHOR)
並
に
倒
的
両
の
ア
片
ゼ
リ

ヤ
等
を
始
め

E
L、
荷
〈
h
此
の
定
義
に
合
致
す
る
も
の
は
皆
同
帆
民
地
で
あ
る
o

而
し
て
叉
そ
れ
に
準
守
る
も
の

ピ
し
て
、
私
は
前
抗
に
於
て
形
式
的
方
面
か
ら
机
民
的
保
護
地
・
委
任
統
治
地
(
A
式
は
之
を
除
く
)
.
租
伯
地
及
び

特
許
統
治
地
を
皐
げ
た
の
で
あ
る
。
向
学
者
に
よ
れ
ば
杭
民
地
を
康
狭
ニ
義
仁
解
し
、
吾
人
の
所
前
机
民
地
を
狭
義

の
杭
民
地
ご
な
し
、
そ
れ
に
特
許
統
治
地
を
除
〈
一
三
者
(
阪
に
逃
ぺ
た
る
が
如
〈
特
許
統
治
地
は
従
前
そ
の
地
位

未
ピ
決
定
せ
ら
れ

F
b
し
を
以
て
論
者
が
此
純
地
方
を
除
け
る
三
者
に
限
り
し
こ
ご
は
蛍
然
な
ら
)
を
も
附
加
せ

し
め
て
庚
義
の
柿
民
地
ご
な
す
も
の
ゐ
り
。
然
れ
共
吾
人
は
従
来
の
弦
究
に
従
っ
て
、
論
者
ご
共
に
航
民
地
を
以

て
狭
義
の
杭
民
地
ご
解
仁
、
叉
前
記
三
者
の
上
仁
特
許
統
治
地
を
も
加
へ
都
合
五
者
を
総
括
的
に
鴻
示
す
る
錦
、

日本成法比較，fl~f!世界各幽讃訟土橋235 士者~~ll-，2) 
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庚
義
の
杭
民
地
ご
言
は
ん
ピ
欲
す
。
き
れ
ば
形
式
的
仁
は
次
表

ω如
く
示
し
得
ら
る
べ
し
。

植

民

地

議

狭

蹴
義
の
杭
民
地

ヰ
植
t， 
地---、、-、

特租委縮

許住民

統惜統哲

治治市

地地地地
( 

A 
式
は
之
を
除
〈

) 

以
上
の
外
仁
山
学
者
が
多
〈
問
題
ピ
す
る
所
甜
勢
カ
範
囲
若
〈
は
刺
盆
範
囲
な
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
庚
義

の
楠
民
地
に
包
合
せ

L
め
守
、
そ
の
本
来
的
和
呼
を
以
て
右
表
の
附
Mm的
研
究
謝
象
Z
な
す
が
趨
静
岡
で
あ
る
。
蓋

仁
此
稀
の
も
の
は
狭
義
の
柿
民
地
司
し
て
の
性
質
に
快
〈
る
は
勿
論
、
準
椛
民
地
芭
し
て
の
性
質
じ
も
快
げ
て
居

る
の
で
あ
Z
が
、
隠
史
的
判
定
に
よ
れ
ば
、
斯
る
地
方
は
佐
々
楠
民
地
叉
は
準
柿
民
地
・
と
な
る
可
能
性
が
大
な
る

が
故
に
、
之
を
植
民
研
究
の
劃
象
中
に
詮
く
4
ご
は
強
も
大
な
る
過
設
な
き
的
み
な
ら
中
、
却

τ批
〈
す
る
方
が

比
較
研
究
上
使
な
h
z
考
ふ
る
が
故
で
あ
る
。

次
に
叉
質
質
的
に
観
れ
ば
航
民
的
活
動
と
に
於
け
る
諸
積
の
稜
展
は
殆

H

と
全
部
杭
民
地
の
自
然
的
事
情
の
制
約

を
受
げ
援
制
服
現
象
上
特
殊
性
を
表
現
す
る
を
以

τ大
略
次
の
如
〈
表
示
し
得
る
。

~ーー-^--ー、
軍向放静

枯 粧 杭 植

事業費佐

民民民民

主唱地 1也 t也

1[[ 
L 
稀

は

柿J
室長
軍
司E
恥立
民
地
正E

と"

然
る
に
聞
学
者
中
に
は
移
住
放
賛
同
椛
民
地
に
限
る
も
の
め
h
・
ラ

Y

チ
並
に
チ
ン
マ
1
7
y
り
引
用
す
る
所
に

置

第
二
十
五
巻

第
三
貌

苑

杭
民
及
び
制
民
地

ω
意
識

四

す

山

少

吋

呼

a
u引
H
川
臥
削
恥
拘
斗
珂
U
4
d礼
市
川
1
計
島
問
凶

mm臥
W
即
則
樹
臥

mmmnR前
幽
切
断
蕊
吋4
別
何
個
寸
治
恥
否
問
首
包
雷

a居
眠
管

-a-z引
軒
陣
酎
闘
い

Kobner， a. a. O. S. 22 
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設

苑

第
三
十
五
巻

一

四

第

班

植
民
及
び
植
民
地
白
意
義

よ
れ
ば
ジ
ェ

1
ム
?
ミ
ル
の
如
き
が
之
な
h
J
O

然
れ
共
吾
人
は
飯
じ
致
究
せ
る
理
由
に
よ
b
、
商
業
・
軍
事
雨
拙

民
地
を
附
加
す
る
を
以
て
妥
嘗
正
信
中
。
叉
植
民
地
が
調
立
の
綴
済
的
地
域
を
構
成
す
る
や
否
や
に
よ
っ

t
、
A

原
始
生
産
楠
民
地
(
の
の
宮
内
同
作
品

q
d弓
B
仏
岳
民
O
ロ
)
E
B
根
強
植
民
地
(
閃
o
Fロ
庄
内
田
山
口
宮
市
c
m
z
o
)
芭
仁
分
も
、

前
者
を
夏
に
a
移
住
植
民
地
(
白
一
色
の
Z
P問
ω
E
Z口
百
)
百
一
放
資
杭
民
地

(
E
E
N
E問件。一
E
E
)
ご
仁
、
後
者
を

a
商
業
中
徹
椛
民
地
(
回
目
庁
]
M
4
0
5
E
f
m
m
r
c
Z
E
g
)
吉
政
治
的
・
軍
事
的
根
操
地
(
可
。
E
R
F
l
E己目目立
R
Z

印

B
ε
E
r
R
)
ご
に
分
類
す
る
も
の
が
あ
る
。
け
れ
其
商
業
中
級
柿
民
地
は
、
移
住
・
放
資
岡
純
民
地
正
同
様
に
嫡

立
の
極
端
情
的
地
域
を
構
成
L
得
る
も
の
E
考
ふ
る
が
上
に
、
軍
事
根
燥
地
も
賞
質
は
軍
事
植
民
地
で
あ
る
が
放
に

そ
れ
等
の
閥
係
か
ら
原
始
生
産
植
民
地
E
根
協
揃
民
地
の
名
穏
を
放
来
L
て
分
類
す
る
方
が
過
賞
で
あ
る
ぜ
思

ふ
。
そ
の
他
諸
積
の
H
T
類
方
法
は
あ
ら
う
が
、
他
日
の
致
究
に
委
ね
る
。

そ
は
正
も
角
、
組
民
及
び
椛
民
地
の
意
義
上
述
す
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
私
は
此
の
際
一
一
個
の
事

項
に
論
及
し
た
い
。

εの
一
は
往
々
に
し
て
唱
へ
ら
る
、
所
論
囲
内
航
民
又
は
内
地
楠
民
(
同
ロ
ロ
弓
?
問
。
-
E
E見
O
ロ)

E
い
ふ
語
、
及
び
そ
の
語
の
相
調
語
た
Z
闘
外
植
民

(kFEmm司
市
開
巳

o岳
山
民
自
)
な
Z
二
つ
の
語
に
就
て
の
若
干

の
説
明
で
ゐ
h
、
そ
の
二
は
、
準
閥
的
意
義
に
於
げ
る
植
民
地
正
、
法
制
・
事
質
的
稽
呼
及
び
取
扱
ひ
Z
の
聞
に

存
す
る
問
題
、
並
に
統
治
制
度
上
に
仲
ム
問
題
ご
に
就
て
の
若
干
の
詑
明
で
ゐ
る
。

き

τ第
一
の
問
闘
に
就
て
は
先
づ
そ
の
字
句
の
解
秤
か
ら
始
む
る
を
以
て
便
利
ご
す
る
。
園
内
椀
民
叉
は
内
地

植
民
ご
い
ふ
は
、
吾
人
の
所
謂
本
来
的
圃
土
若
(
は
本
土
の
一
部
で
あ
っ
て
、
何
等
炉
の
事
情
に
依
b
人
目
稀
穏

な
る
官
談
地
方
仁
、
本
土
の
他
の
部
分
よ

b
輔
佐
す
る
も
の
ゐ
る
か
、
又
は
そ
の
地
に
銑
に
居
住
す
る
住
民
を
漸

Zimmermann， Kolonialpolitik， S. 3. 1905・
Kobner， a. a. O. S. 22. 
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失
腫
迫
1-
て
、
そ
の
地
方
に
本
国
民
の
一
部
が
糟
佳
可
る
場
合
を
謂
ふ
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
動
が
恰
色
吾
人
の

調
ふ
植
民
の
貫
質
的
抑
念
内
容
な
る
接
展
殊
に
移
住
的
経
展
ご
類
似
せ
る
が
依
に
、
そ
の
鮎
hr
ら
耐
用
る
稿
呼
が
典

へ
ら
れ
た
の
で
ゐ
ら
う
。
叉
圏
外
航
民
ご
い
ふ
は
、
吾
人
の
従
前
逃
べ
来
っ
た
植
民
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
特
に

前
者
の
相
封
語
ご
し
て
用
ひ
ら
H

い
た
語
で
あ
る
o
然
る
蕗
前
者
以
植
民
な
る
請
の
通
常
な
る
用
法
に
非
守
Z
思
惟

す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
叫
五
日
人
の
謂
ふ
楠
民
な
る
現
象
が
存
在
せ
ぎ

b
し
場
合
を
考
ふ
れ
ば
直
に
説
明
日
r

つ
〈
の
で
あ
る
。
印
附
申
問
的
意
・
味
に
於
げ
る
植
民
な
る
現
象
炉
本
来
的
闘
土
外
に
存
せ
な
げ
れ
ば
、
何
等
区
別
す

品
に
理
由
ゐ
品
扮
象
な
し
に
は
内
地
植
民
な
る
一
請
が
用
凡
げ
ら
れ
な
市
川
つ
だ
で
ゐ
ら
う
。
市
℃
楠
民
な
る
認
が
、
今

昔
を
聞
は
十
前
に
説
明
せ
る
が
如
量
性
質
を
有
す
る
限
b
は
、
本
土
内
の
移
住
現
象
を
指
し
て
、
問
M
A
T
「
内
地
』
若

〈
は
「
園
内
」
な
る
限
定
的
意
味
ゐ

h
Z
す
る
も
、
植
民
な
る
名
併
を
ぞ
れ
に
附
加
せ

L
か
る
こ
ご
は
概
念
的
受
賞

性
に
繰
り
る
が
放
で
ゐ
る
。
依
つ

τ吾
人
は
斯
る
稀
呼

t
内
容
正
の
一
政
せ

F
る
請
を
用
ふ
る
よ
り
は
、
寧
ろ
本

土
内
の
移
住
者
〈
は
本
土
内
の
時
住
な
る
語
を
使
用
す
る
方
が
、
概
念
的
に
も
一
層
良
い
様
に
思
は
れ
る

0
2
一}

新
〈
い
へ
ば
論
者
は
或
は
言
ふ
か
も
知
れ
な
い
。
印
そ
の
地
方
に
は
一
時
的
に
特
別
法
が
行
は
る
、
の
が
常
で
ゐ

っ
て
、
そ
れ
は
恰
も
椛
民
地
の
統
治
様
式
が
本
土

ωヲ
ぞ
れ
ご
異
る
ご
同
様
で
ゐ
る
ご
。
け
れ
共
特
別
法
域
己
な
る

か
否
か
は
植
民
の
本
質
的
要
件
で
な
い
こ
正
は
、
私
の
飯
に
指
摘
し
た
所
で
あ
る
。
役
て
斯
る
本
質
的
な
ら
・
さ
る

共
通
的
の
一
事
由
ゐ
b
ご
す
る
も
、
そ
れ
を
以
て
植
民
の
基
礎
観
念
を
破
っ
て
ま
で
内
地
棉
民
な
る
語
を
用
ふ
る

こ
Z
は
論
理
上
失
嘗
で
あ
る
。
次
に
圏
外
植
民
な
る
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
最
初
寧
仁
植
民
正
移
せ
ら
る
べ
き
も

そ
れ
正
類
似
性
を
有
せ
る
本
土
内
の
輔
佐
に
品
劃
し
て
、
一
部
論
者
の
所
調
閥
内
植
民
な
る
栴
呼
が
奥
へ
ら

の
が
、

続

宛

第
二
十
五
巷

伺

第
三
鋭

植
民

A
H伊
柏
民
地
自
窓
議

Reinsch. Colonial Government p. 21. 7) 
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設

苑

杭
民
及
び
柿
民
地
内
意
義

第
二
十
五
管

第

親

四

四

四

れ
た
閥
係
上
、
岳
、
れ
Z
匝
別
す
る
が
翁
に
特
に
「
閣
外
」
な
る
名
綿
が
冠
せ
ら
れ
允
る
わ
け
で
ゐ
る
か
ら
、
そ
の
本

質
は
印
棉
民
で
あ
る
o

而

τ閲
内
航
民
な
る
請
の
用
法
が
阪
に
失
賞
で
あ
る
限
h
は
、
そ
れ
ご
匝
別
す
る
た
め
に

用
ひ
ら
れ
た
圏
外
杭
民
な
る
語

ω失
蛍
で
あ
b
こ
Z
は
敢

τ論
議
す
る
の
品
川
地
は
な
が
ら
う
。
卸
航
民
な
る
名
刺
附

ぞ
以
て
足
れ
り
さ
す
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
本
土
内
内
明
化
正
、

Mm民
ご
の
本
質
的
差
異
は
、
枇
品
目
的
・
隠
史
的
・

地
理
匝
域
を
楳
準
ピ
す
る
こ
正
に
な
品
。
此
の
意
味
炉
ら
す
れ
ば
「
仙

m
Aの
主
惜
を
ば
闘
民
に
限
定
せ
さ
る
結
果

(
中
略
」
所
謂
内
地
杭
民
正
岡
外
航
氏
ご
の
聞
に
本
質
的
差
異
な
き
を
知
る
」
ご
断
言
し
、
ぞ
れ
を
論
理
的
根
燥
の

一
己

Lτ
故
意
仁
柿
民
の
形
式
的
概
念
を
姶

τ
て
情
然
た
る
一
事
者
の
設
に
は
露
ほ
ど
の
賛
意
を
も
表
l
一
粂
ね
る

次
第
で
あ
る
。

特
じ
一
1
第
二
山
問
題
仁
移
る
こ
己
、
す
る
が
、
こ
れ
に
は
、
一
吾
人
の
制
民
地
仁
就
て
の
定
義
正
、
法
制
的
事

質
的
稀
呼
及
び
取
扱
己
の
聞
に
存
す
る
問
題
ご
、
二
統
治
制
度
上
に
作
ふ
問
題
言
の
二
つ
が
包
合
せ
ら
る
、
。
而

て
前
者
に
泌
す
る
例
正
し
て
は
、
英
吉
一
利
の
印
度
U
A
ぴ
加
奈
陀
・
減
洲
・
市
川
等

ω如
き
諸
植
民
地
、
並
に
大
戦
前

に
於
付
る
湖
沼

ω諸
倣
民
地
を
接
げ
る
こ
ご
が
出
来
、
ヌ
後
者
の
例
ご
し

τは
、
側
蘭
商

ω
一
杭
民
地
た
る
ア

w

ぜ

7
ヤ
を
血
中
「
る
を
得
る
。
前
に
も
指
摘
し
た
が
如
〈
、
を
れ
等
は
皆
総

τ皐
悶
上
明
か
に
柿
民
地
た
る
に
も
拘

ιす
、
法
制
的
・
事
質
的
に
柿
民
地
正
呼
ば
ざ
る
か
、
又
は
統
治
制
度
上
よ
b
本
土

ω
一
部
ご
見
倣
古
る
、
も
の

で
あ
る
。
的
印
度
に
就

τ見
れ
ば
一
八
人
九
年
に
後
布
せ
ら
れ
た
る
解
制
作
品
陣
例
(
円
三
日
℃

E
色
。
ロ
〉
♀
)
第
十
人
保

第
三
項
に
は
「
組
民
地
己
は
英
領
諸
島
(
凶
E
P
V

宣
告
骨
)
及
び
英
領
印
度
(
ロ
ロ
ロ
任
問
E
E
)
を
除
き
た
る
陛
下
の

領
土
を
指
郁

L
z
f、
同
僚
第
一
項
じ
は
『
英
領
諸
島
ピ
は
案
王
副

(dza同
町
長
。
自
)
海
峡
諸
島
(
口
。

クミ内原敬税 制民A有町民地政策 pp.4-5 
前後二ヶ月に亘る品目前拡'1・に於て犬内原敬授が形式御念P拾てた開111自主
なるもの2えひ'その非なることを:>'c.iil!したo 1，'，J大内教授は同車的な G~ る Ull~
現象例ば νオシ辺倒、民族移到、 内地杭尽は別にすれば』よといと批評せられて
か;ーるが}llJにする止は何由意叫か 'l 大内教授艇持率論集第五倍第二観 pp
249-250) 
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の
r
E
5
m
H
E
E
H岳
)
及
び
マ

y
島

(
E
0
0「
冨
吉
)
を
意
泳
す
い
F

B

己
規
定
し
て
、
一
面
に
於
一
ー
は
英
領
諸
島
の
意
味

を
明
か
に
す
る
ご
同
時
に
、
他
商
に
於
て
は
印
度
を
以

τ
M
m民
地
ぜ
稲
せ
ゴ
る
こ
ピ
を
法
制
上
明
か
に
示

L
τ
居

る
。
そ
し
て
又
印
度
仁
謝
し
て
弘
之
を
印
度
帝
国

(
H
E
E
3
問
自
立
見
)
吉
呼
ぴ
、
英
吉
利
の
皇
帝
は
印
度
皇
帝
の

稀
琉
を
有
し
(
註
ニ
)
、
且
又
他
の
論
柿
民
地
が
、
楠
民
大
国
(
凹
丹
市

z
q
a印
S
Z
F同

H
F
o
p
-
2
E
)
の
管
轄
下
仁

局
す
る
に
も
拘
ら
す
・
印
度
に
闘
す
る
事
務
特
立
機
関
た
る
印
皮
事
務
大
問

(
m
R
E
ω
q
o『
印
宮
ぽ
日
町
内

H
E
U
)
に

そ
れ
を
統
轄
せ
し
め
て
居
品
。
又
一
夫
の
加
糸
陀
・
濠
洲
・
自
阿
の
如
、
き
も
、
各
々
口
。
B
E
E
C「
(UE包
F
C
B
E

E
2
5
h
w
-
F
O町
〉
E
S
E
-
d
E
S
丸
山
C
E
H
F

〉
R
g
t
の
如
当
公
的
又

un公
的
な
ら
ゲ
る
締
呼
セ
有

L
て
居

る
。
以
上
は
英
古
利
の
植
民
地
に
見

7
Q
、
一
ニ
の
例
で
ゐ
る
が
、
濁
逃
に
於
て
も
大
戦
前
杭
民
地
な
る
名
稲
を

用
ひ
」
干
し
て
、
保
誕
地
(
印
n
F
ロH
N
四
九
『
一
止
と
な
る
説
全
用
ひ
て
居
る
。
叉
最
後
に
働
時
剛
西
の
ア

U
F

ピ
リ
ヤ
で
ゐ
る

が
、
備
醐
両
は
同
地
方
を
以

τ他
ω諸
州
民
地
ご
同
縫
い
机
民
大
医
の
管
轄
下
に
置
か
歩
、
内
務
大
凶
の
管
轄
下

に
泣
い
て
居
る
の
で
あ
る
。

さ

τ然
ら
ば
是
れ
等
の
議
地
方
が
率
向
上
州
民
地
正
す
る
に
何
等
の
支
障
も
後
見
し
得
ざ
る
に
も
拘
ら
中
、
何

が
故
に
斯
伐
に
呼
ば
れ
、
又
は
取
扱
は
晶
、
か
ぜ
い
ふ
こ
正
に
就

τは
若
干
の
説
明
を
必
要
ご
せ
ら
る
。
先
づ
印

度
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
就

τは
一
フ
ジ
チ
博
士
の
設
の
大
要
ぜ
基
礎
£
し
て
吾
人
の
説
明
正
し
た
い
o

世
間
周
知
の

如
〈
印
度
は
そ
の
地
域
底
大
な
る
記
、
人
口
多
大
な
る
吉
、
古
代
文
明
の
後
群
地
た
る
の
地
理
的
・
刑
品
目
的
・
悟
史

的
事
貨
お
る
正
共
に
、
政
治
上

ω・
氏
擁
は
英
古
利
人
が
之
を
詫
握
す
る
も
、
商
業
・
工
業

ω知
き
経
済
上
及
び
諸

積
の
枇
曾
上
の
勢
力
に
至
っ
て
は
印
波
人
の
手
中
に
む
り
、
而
も
今
向
全
然
英
有
利
に
蹄
依
服
従
せ
守
さ
る
を
以

誼

苑

植
民
泣
び
植
民
地
の
志
議

協
ニ
十
五
位
世

四

五

第

抗

五

珂k同前線 pp.T-8 

、pp.1-& 
江ホ翼，

/r.ij 
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設

苑

プミ

第
二
十
五
巻

植
民
且
び
植
民
地
心
意
識

四

プミ

第

挽

τ、
斯
る
地
方
を
統
治
す
る
に
就

τは
、
こ
れ
を
他
の
植
民
地
吉
岡
一
方
針
に
出
づ
る
は
そ
の
策
の
得
た
る
も
の

で
な
い
が
故
に
、
之
を
植
民
地
ピ
呼
ば
宇
特
に
印
度
帝
岡
正
稀
し
特
設
機
闘
を
以
て
統
轄
せ
し
む
る
の
で
あ
る
ω

郎
印
度
は
皐
岡
上
は
椀
民
地
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
統
治
政
策
的
見
地
か
ら
斯
る
稀
呼
ピ
取
扱
ひ
方
を
な
L
1
居
る

の
で
あ
る
。
我
倒
に
於
て
も
往
々
朝
鮮
は
杭
民
地
に
非
宇
ご
い
ム
論
者
ゐ
る
が
如

L
Z
雄
、
を
は
統
治
政
策
的
見

地
か
ら
斯
〈
言
ひ
得
品
の
み
で
、
曲
中
間
的
仁
は
依
然
植
民
地
で
あ
品
。
突
に
加
奈
陀
で
め
る
が
、
加
公
陀
は
夫
の

英
帝
闘
の
楠
民
地
曾
議

(no-自
E
n
g
p
g
B
)
を
帝
国
曾
議
(
H
呂田
um
止
と
の

g
p
g
n
o
)ご
改
稀
せ
し
め
し
位
、

杭
民
地
な
る
名
僻
を
排
尿
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
統
治
政
策
上
か
ら
特
に
ロ

o
E
E
B
O同

P
E
e
E
R公
務
し

て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
他
濠
洲
南
側
等
も
同
様
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。
各
名
稀
が
異
る
は
、
各
航
民
地
の
政

治
的
紋
態
が
回
調
る
か
ら
で
は
あ
ら
う
が
、
ぞ
れ
は
決
し

τ椀
民
地
の
意
義
仁
封
し
て
本
質
的
の
こ
ど
で
は
な
い
r
o

要
は
統
治
政
策
上
か
ら
楠
民
地
を
植
民
地
己
い
は

F
る
ま
で
い
あ
る
。

衣
に
獅
逸
の
大
戦
前
に
於
け
る
所
詰
保
護
地
(
凶
n
宮市
N

間
各
宮
内
)
を
顧
る
に
、
私
は
こ
れ
に
就
て
は
ケ
プ
ナ

1
博

士
の
所
訟
の
一
部
分
を
摘
出
し
た
い
九
抑
も
濁
遁
が
椛
民
地
的
帝
国
の
基
礎
を
据
ゑ
始
め
た
の
は
、
極
め
て
近
時

の
こ
ご
で

b
っ
て
、
ぞ
れ
以
前
に
於

τは
植
民
的
思
想
は
抱
懐
せ
る
も
の
、
、
一
八
七
四
年
ザ
y
u
j
y
の
保
護

地
を
提
供
せ
ら
れ
た
る
を
距
絡
せ
し
こ
ピ
も
あ
b
し
程
で
、
槌
民
的
後
展
に
就

τは
左
程
の
注
意
を
抑
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
八
人

0
年
代
に
於
て
は
、
組
民
的
思
想
は
各
方
而
に
普
及

L
、
植
民
運
動
じ
必
要
な
る

原
案
も
備
は

h
、
号
れ
等
は
依
っ
て
以
て
椀
民
運
動
の
成
立
を
見
る
に
至
ら
し
め
、
現
に
一
八
人
一
年
に
は
二
十

二
高
の
海
外
移
住
者
を
算

L
h
h
の
で
ゐ
る
。
併
し
な
が
ら
、
を
れ
が
た
め
仁
譲
る
濁
趨
の
損
害
も
決

Lτ
僅
少
な

Reinsch， ibid. pp. 21-22 12) 
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ら
g
b
し
が
放
仁
、
そ
の
後
ピ
見
守
山
F
F
の
建
議
に
よ
り
、
積
極
的
植
民
闘
の
班
に
入
ら
ん
乙
す
る
際
に
於
て

も
、
嘗
時
四
判
逸
に
見
た
り
し
悲
観
的
消
桶
的
思
想
は
、
容
易
に
国
家
的
他
民
の
活
動
を
な
き
し
め
す
、
漸
〈
経
済

枇
曾
の
指
導
者
を
保
護
す
る
意
味
に
於

τ、
彼
等
が
合
長
吉
締
結
し
た
保
護
俊
約
を
帝
国
的
名
に
於

τ批
准
す
る

に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
つ

τ嘗
時
に
於
け
る
濁
泡
帝
国
正
杭
民
地
ご
の
閥
係
は
極
め
て
漠
然
た
る
も
の

で
・
卸
一
穫
の
保
護
閥
係
を
生
守
し
め
た
程
度
で
あ
る
。
こ
れ
濁
逸
が
保
護
地
な
る
認
を
朋
ふ
る
に
至
っ
た
所
以

で
あ
る
o

併
し
な
が
ら
、
そ
の
後
凋
逃
が
列
強
ピ
同
様
に
園
家
的
に
活
動
す
る
に
及
ん
で
も
、
向
依
然
保
護
地
な

る
語
を
用
ひ
た
の
で
ゐ
る
o

従
つ

t
縁
日
の
そ
れ
は
、
昔
日

ωそ
れ
ご
は
同
紙
で
は
あ
る
も
の
、
、
意
味
の
燭
張

が
あ
る
ニ

Z
は
岡
よ
切
で
あ
る
。
ケ
プ
ナ

l
博
士
は
此
結
に
就

τ、
今
日
に
於
て
は
保
護
地
は
決

Lτ
単
純
な
る

岡
際
法
上
の
み
の
闘
係
で
は
な
〈
、
会
く
組
民
地
に
外
な
ら
な
い
旨
を
遁
ぺ

τ居
る
o

然
ら
ば
卸
獅
逃
が
保
誕
地

ぜ
い
ふ
は
、
歴
史
的
慣
用
的
の
稽
呼
で
、
そ
の
本
質
は
楠
民
地
で
ゐ
る
。

最
後
に
は
仰
蘭
西
の
ア
U
F

ぜ

y
ヤ
で
あ
る
が
、
チ

1
1
及
び
-
7
Y

チ
等
も
泌
さ
し
贈
る
通
'
り
、
一
つ
に
は
悌
蘭

西
が
杭
民
地
統
的
上
岡
化
主
義
を
採
用
し
、
椛
民
地
を
以
て
本
圃
の
延
長
(
E
H
g
r
p
m
g
E
E
P
F
E公
3
3
5

Z
し
て
居
る
の
ご
、
他
に
は
地
理
的
・
交
通
的
に
仰
繭
西
本
岡
正
接
近
し
て
居
る
関
係
上
、
同
地
方
を
以
て
本
土

の
一
部
正
見
倣
L
、
内
務
大
臣
の
管
轄
下
仁
置
き
、
本
土

E
同
様
に
統
治
す
る
を
以

τ便
利

E
す
る
こ
ど
、
換
言

・
せ
ば
統
治
制
度
上
か
ら
、

Mm民
地
を
内
地

Z
L
て
取
扱
っ
て
居
る
の
で
鴻
る
。
き
れ
ば
そ
の
こ
己
あ
る
が
た
め

に
、
杭
民
地
た
る
の
本
質
を
失
っ
た
も
の
ご
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
若
し
夫
れ
植
民
地
古
本
土
正
は
統
治
様

式
を
異
に
す
る
の
が
通
例
で
は
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
絶
謝
的
・
普
遍
的
保
件
に
非
る
こ
さ
は
飯
に
私
の
指
摘
し
た
所

設

苑

第
二
十
五
巷

四

士

第

部

4二

摘
民
A
H日
柏
民
地
白
意
識

Kむbner，EinfLiluuog-in die Kolonialpolitik P p. 13' 54. U¥1d. pp. 84-85. 

Reinsch， ibid. p. 23 
Reinsch， ibid. pp. 22-23・， チ -7.博士.担世骨園植民地統治制度 p.6. 
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説

苑

植
民
及
び
純
民
地
の
意
義

第
二
十
五
密

四

八

第
三
蹴

J、

で
あ
る
。

以
上
じ
ょ
っ

T
忍
は
植
民
及
び
楠
民
地
の
意
義
を
大
館
漣
べ
た
つ
も

h
で
あ
る
o

今
本
論
を
終
る
に
桜
み
我
国

.
の
航
民
地
に
就
て
一
言
す
品
。
我
闘
に
於

τは
、
法
律
上
は
制
鮮
、
長
階
、
樺
太
古

ω如
き
地
名
を
以
て
呼
ば
る
、

の
で
ゐ
る
が
、
ぞ
れ
等
の
諸
地
方
が
、
的
学
術
上
椛
民
地
た
る
唱
』
ご
は
何
等
疑
ふ
の
徐
地
が
は
い
o

蓋
L
前
述

ω定

義
に
合
致
す
る
の
放
を
以
て
ャ
ゐ
る
。
向
叉
7

リ
ヤ
ナ
、
ヵ
ロ
リ
ノ

y
J
l
v
ャ
U
F

諸
島
等
は
委
任
統
治
地

(
C
式
)

で
あ
り
、
そ
し

τ闘
束
洲
は
組
借
地
で
ゐ
る
。
而
て
委
任
統
治
地
及
び
租
借
地
は
吾
人
の
詞
ふ
準
杭
民
地
で
あ

り
・
椛
民
地
(
狭
義
)
己
準
他
民
地
ご
が
合
し
て
、
日
本
の
純
民
地
(
庚
義
)
を
形
成

L
、
総
剛
被
一
高
九
千
三
百
六

十
六
方
旦
・
人
口
概
数
二

T
二
百
高
人
を
算
し
、
東
洋
唯
一
の
植
民
同
た
る
の
地
位
を
占
め
て
肥
る
o

捌
筆
す
る

に
常
b
本
誌
前
統
を
多
照
せ
ら
れ
ん
-
て
子
ぜ
望
む
次
第
で
ゐ
る
。
(
完
)

私
は
『
本
j

肉
輔
佐
』
若
〈
は
『
本
土
内
捗
住
」
な
る
訴
を
用
ひ
た
。
同
し
て
と
れ
と
同
棋
の
羽
車
l
l同
組
型
現
象
が
、
出
少
〈
と
も
植
民
政

策
よ
存
在
し
得
る
。
植
民
地
土
着
民
が
、
同
一
植
民
地
内
山
一
地
方
へ
輔
佐
す
る
場
合
、
平
植
uh
地
土
若
此
が
同
一
準
杭
民
地
内
の
一
他
古
へ
輔

(
註
-
)

住
す
る
場
合
こ
れ
に
し
て
‘
前
者
向
『
植
民
地
内
牌
付
』
、
『
後
者
は
平
杭
民
地
内
料
付
』
と
も
呼
び
相
官
る
て
あ
ら
う
。

最
託
山
新
聞
紙
の
報
ヰ
に
曲
れ
問
、
今
度
の
英
帝
岡
市
w
談
山
結
果
、
そ
の
決
議
I

州
人
中
に
於
て
、
英
図
皐
帝
ω
相
秘
口
出
誕
む
る
組
事
出
見
え

註

) 

て
居
る
。
曲
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
自
拍
舗
と
な
れ
る
に
鑑
み
、
英
山
品
帝
の
郁
慌
を
『
大
プ
リ
一
ア
ン
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
及
び
大
プ
リ
ア
シ
出
外
観
土
皇

帝
、
凶
敬
雄
能
者
、
イ
ン
ド
島
帝
、
ジ
ヨ
1

グ
五
世
陛
下
』
由
加
〈
艶
記
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
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